
○案  

【前文】 

足立区議会は、区民に選ばれた議員により構成される議事機関であり、同じく選挙で選

ばれた区長とともに、地方自治における二元代表制の一翼を担っています。二元代表制の

もと、足立区議会は地方自治の本旨である住民自治と団体自治を尊重し、区民の生活やま

ちの未来に関わる重要な課題を話し合い、決定する責任を負っています。最良の意思決定

を行うことで、区民とともに区の将来を築く役割を担っていきます。 

足立区は、東武線の鉄道高架化等、各地で開発が進み住みやすいまちに大きく進化して

いる一方、長い歴史と豊かな文化を有し、下町の温かな人情と地域の活力を支えるものづ

くりの精神が息づくまちでもあります。長い歴史と豊かな文化を有し、下町の温かな人情

と地域の活力を支えるものづくりの精神が息づくまちであり、近年は東武線の鉄道高架化

等、各地で開発が進み、住みやすいまちに大きく変化しています。このような中、足立区

議会は、独立した区の最高意思決定機関として、区民一人ひとりの声を尊重し、伝統と革

新が調和する「足立区らしさ」を守りながら、「やりたいことが叶うまち」を目指して、全

ての人々が健康で幸せを感じられるウェルビーイングの向上を進めていきます。 

議会とは、区政の発展に貢献するために、常に区民の信頼に応え、透明性のある開かれ

た議論を行う場でなければなりません。この条例に基づき、誰もが自由に意見を届けるこ

とができ、積極的な情報公開や情報提供を通じて、区民が議論の内容や決定したことを知

ることができる環境を整えます。 

また、常に改善と改革を重ね、区民の多様な意見を尊重して様々な課題に真摯に向き合

う議会運営を実施し、議員一人ひとりが責任を持って職務を行い、成果を区民に明確に報

告します。 

よって足立区議会は、区民とのさらなる信頼を築き区政の発展に貢献するため、議会の

最高規範として、この条例を定めます。 

【目的】 

この条例は、議会及び議員の活動原則並びに区長と議会との関係、区長等と議会との関

係その他議会に関する基本的な事項を定め、区民の負託に的確に応える議会の実現を図る

ことにより、区民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

【議会の活動原則】 

（１）議会は、区民を代表する議事機関としての責務を自覚し、公平性及び透明性を重視

した議会運営を行わなければならない。 

（２）議会は、区政の適切な運営を確保するため、区長等による政策決定及び事務執行に

ついて、監視及び評価を行わなければならない。 

（３）議会は、区民の多様な意見を把握し、積極的に政策立案及び政策提言を行わなけれ

ばならない。 

（４）議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めなければならない。 
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【議員の活動原則】 

（１）議員は、自らが区民全体の奉仕者であることを自覚し、区民全体の福祉を増進させ

るようウェルビーイングの向上に努めなければならない。 

（２）議員は、議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、区民の多様な意見を

聴取し、区政に関する調査研究に努めなければならない。 

（３）議員は、自らが区民の負託を受けた公職にある者であることを自覚し、自己の言動

に責任を持つとともに、高い倫理観を保持するよう努めなければならない。 

（４）議員は、議会活動について、区民に分かりやすく説明する責任を果たさなければな

らない。 

【会派】 

（１）議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

（２）議員が会派を結成するときは、所属議員２名以上を必要とするものとする。 

【議長及び副議長】 

（１）議長は、議会の代表者として、公正かつ中立的に職務を遂行するとともに、議会の

品位を保持秩序を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。 

（２）議長は、議会における物理的及び制度的な環境の整備に努めるとともに、議会改革

の推進を図らなければならない。 

（３）前２項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用する。 

【情報公開の推進】 

（１）議会は、広報紙の発行やインターネットの利用など、多様な広報手段を活用し、議

会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるものとする。 

（２）議会は、議案に対する各議員の態度賛否について、区民に公表するものとする。 

【区民意見の反映】 

（１）議会は、請願及び陳情の適切な審査に努め、その審査に当たっては、請願者又は陳

情者の意見を聴取する機会を設けることができる。 

（２）議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１１５条の

２に規定する公聴会及び参考人の制度を積極的に活用するよう努めるものとする。 
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【区長等との関係】 

（１）議会は、二元代表制において議決権を有する議会と執行権を有する区長等との機能

の違いを認識し、対等で緊張のある関係を保持しながら、自らの機能を最大限に発揮す

ることにより、区民の福祉の増進及び区政の発展に取り組まなければならない。 

（２）議員は、質問通告書に記載した要旨に基づき、区の一般事務につき議長の許可を得

て、議事に先立ち質問をすることができる。 

（３）議員は、質問機会の拡充及び質問権、調査権をより強固に行使するために、会期中、

文書で質問することができる。 

【区長等による議会への説明】 

（１）区長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するときは、議会にその

内容を説明するものとする。 

（２）区長等は、区民生活に重要な影響を与える政策、計画、施策、事業を立案し、又は

変更するときは、議会にその内容を説明するものとする。 

【議会改革の推進】 

（１）議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。 

【研修の実施】 

（１）議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図るため、議員の研修の充実強

化に努めるものとする。 
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 （議員活動の環境整備） 

（１）議会は、議会活動と育児等の両立を支援するため、妊娠、出産、育児中の議員が活

動をしやすい環境を整備するよう努めるものとする。 

（２）議会は、障がいを持つ議員の活動を保障するため、バリアフリー、情報コミュニケ

ーション等の推進に努めるものとする。 

 

 （危機管理） 

（１）議会及び議員は、区民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るため、地震、水

害等の災害が発生したときは、その責務を迅速かつ的確に果たすよう努めなければなら

ない。 

（２）議会及び議員は、足立区災害対策本部の応急活動を円滑、迅速に実施できるよう、

必要な協力、支援に努めなければならない。 

（３）前２項における議会及び議員の活動については、足立区議会災害時における議会と

議員の行動規範に基づくものとする。 

 

 （議会事務局） 

（１）議会は、議会運営及び議会活動の円滑化及び効率化を推進するため、議会事務局の

機能強化及び十分な組織体制の整備を行うものとする。 

（２）議長は、議会事務局の職員の専門性を高めるため、研修その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

 

 （議会図書室） 

（１）議会は、議員の調査研究並びに議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、

議会図書室の充実に努めるものとする。 

（２）議会図書室の管理運営については、足立区議会図書室管理規程に基づくものとする。 

 

 （政務活動費） 

（１）調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費の交付を受

けた会派又は議員は、政務活動費の適正な執行に努めるとともに、その使途について説

明責任を果たさなければならない。 

（２）政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務活動費の適正な執行を担保し、及

びその使途の透明性を確保するため、領収書その他の証拠書類を添えた収支報告書を提

出しなければならない。 

（３）議会は、毎年、収支報告書及び領収書を公開するものとする。 

（４）議会は、政務活動費の使途の明確化、透明性の向上に努めるため、足立区政務活動

費の交付に関する条例（平成１３年足立区条例第４１号）の不断の見直しを常に行うも

のとする。 
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 （政治倫理） 

（１）議員は、区民の信頼に応えるべく、常に清廉にして誠実な態度を保持し、公共の福

祉を第一義とする。 

（２）議員は、法令及び議会規範を遵守し、議会の権威を損なうことなく、議員としての

品位と節度を守る。 

（３）議員は、自己の利益に偏することなく、公平・公正の原則に立ち、不正や疑惑を排

し、透明性ある議会活動に努める。 

（４）議員は、互いを尊重しつつ建設的な議論を重ね、区政の健全な発展と区民生活の向

上に尽力し、その責務を未来に継承する。 

 

 （他の条例等との関係） 

（１）議会は、議会に関係する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合は、この条

例の趣旨を尊重するとともに、この条例に定める事項との整合性の確保を図るものとす

る。 

 

 （条例の見直し） 

（１）議会は、この条例の目的の達成状況について、一般選挙を経た議員の任期が開始し

た日から終了する日までの間において１回以上検証し、その結果を区民に公表するもの

とする。 

（２）前項の検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正その他の適切な措置を講

じるものとする。 
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